
答 申  第 ９２ 号  

令和 ４年 ９月２７日  

 

 

 所沢市長 藤本 正人 様 

 

 

 

所沢市情報公開・個人情報保護審議会    

会長          千草 孝雄    

 

 

個人情報保護制度の見直しについて(答申) 

 

 令和４年９月１４日付け所市相第１０２０号により諮問のありました標記の

件について、別紙の通り答申します。 

                 

記 

 

（１）所沢市個人情報保護法施行条例の制定について 

 

 



諮問第９２号答申 

本件諮問の対象は、所沢市個人情報保護法施行条例についてです。 

個人情報保護法改正に伴い、現条例を廃止し、所沢市個人情報保

護法施行条例を制定することは必要であるため、諮問の内容を認め

ます。 

また、同法の趣旨や目的等に照らしてみると、所沢市個人情報保

護法施行条例（案）の内容は、開示請求の手数料や当審議会への諮

問等の条例で定めることができる事項等を規定することについては

適当であると考えますが、具体的な運用に際しては、個人情報の保

護に関する法律についてのガイドライン、事務対応ガイド等に基づ

き、個人情報の取扱いに問題が生じることのないよう、適宜、個人

情報保護委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求め

ながら、適切に対応することを求めます。 

 


